
10 地域療育支援について
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【児童発達支援】

〇児童発達支援センターの４つの中核機能
①幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
②地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能

③地域のインクルージョン推進の中核機能

④地域の発達支援に関する入口としての相談機能

⇒①は児童発達支援、②③④は地域支援の要素が強く、

児童発達支援センターには、地域支援の中核となることが期待されている

【国の考え方】

【支援対象者】
受給者証の有無を問わない。

≪療育相談員≫【地域支援】

【県が補助する児童発達支援センター】
地域の公平・中立的な支援機能を中心的に
担う療育相談員を配置し、児童発達支援セ
ンターの地域支援機能を強化・拡充

２．児童発達支援センターについて

２



３

①児童発達支援センターを中核とする地域支援

（地域の公平・中立的な支援機能を中心的に担う療育相談員を配置）

 

②受給者証のある児童・受給者証のない児童が支援対象者

③国庫補助金の活用

                                         

※「児童発達支援センター等の機能強化等」は、宇城・球磨圏域を市町村が活用し、その他
の圏域は県が活用。
※「巡回支援専門員整備」は、直接国へ申請する熊本市を除くと、県内３９市町村で活用。

※児童発達支援センターには「地域支援の中核機能」が求められており、療育相談員だけが

地域支援の担い手ではない。

※児童発達支援センターには、「地域の発達支援に関する入口としての相談機能」が求めら

れている。

３．児童発達支援センターの基本的な考え方



４



５

⇒圏域に複数の児童発達支援センターが設置されている場合は、地域療育ネット

ワーク会議において了承された１センターに補助している。

⇒県の３層構造の地域療育支援体制を維持。

引き続き、こども総合療育センターが、「２次／１次」支援機関へ必要な支援を

行う。

●本県では、各圏域に児童発達支援センターが設置されている。

●各圏域の児童発達支援センターに対し、「地域障害児支援体制強化事業

のうち児童発達支援センターへの機能強化等」を補助することにより、

療育支援体制の充実を図っている。

４．本県における児童発達支援センターへの支援



６

５．「児童発達支援センター」一覧 ※熊本市を除く



７

６．難聴児への支援体制
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